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よくあるご質問 

 

 
Ａ１：2023 年 10 月から導入される、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のこと

をいいます。 
    インボイス（適格請求書）を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた課税

事業者である適格請求書発行事業者に限られ、買手は交付を受けたインボイスの保存が仕

入額控除の要件となります。 
    詳細については、国税庁のウェブサイト等をご確認ください。 
 

○国税庁 Web サイト：特集 インボイス制度 
 

 
Ａ２：当社の登録番号は、「Ｔ４２４０００１００６７５３」です。 

 

 
Ａ３：２０２３年１０月ご請求分からインボイス対応した請求書等をお届けします。 
 

 
Ａ４：お支払い方法により、発行するインボイスが異なりますので、以下をご確認ください。 
 
（振込用紙によるお支払いの場合） 

ご請求時にお届けしている「電気料金請求書」がインボイスとなります。 
 

（口座振替によるお支払いの場合） 

「電気料金請求書」または「電気料金領収証」を書面にてお届けしている場合は、「電気

料金請求書」または「電気料金領収証」がインボイスとなります。また、当社会員制 WEB

サイト「ぐっと。ずっと」クラブにご加入いただいている場合は、WEB上で表示する「電気

料金領収証（WEB）」がインボイスとなります。 
 
（クレジットカード支払いの場合） 
  お申出いただいたお客さまへは、「請求内容証明書」をインボイスとして発行します。 

Ｑ１．インボイス制度とは何か。 

Ｑ２．中国電力株式会社の登録番号を知りたい。 

Ｑ３．中国電力株式会社からの請求書等がインボイスとなるのは、いつからなのか。 

Ｑ４．中国電力株式会社から発行されるインボイスについて教えてほしい。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
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Ｑ５．中国電力株式会社からの請求は、「電気ご使用量のお知らせ」で確認しているが、インボ

イスとして使用できるのか 

 
Ａ５：「電気ご使用量のお知らせ」は、インボイスではありません。 

以 上 


